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１ 交通の安全の確保 



円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 

 昭和45年の交通安全対策基本法の制定以降、交通安全対策は同法に基づいて推進。 
 同法に基づく交通安全基本計画は、これまで９次にわたって作成されてきている。 

交通の安全の確保 

交通安全対策基本法の概要 

 交通安全基本計画は、陸、海、空にわたり講ず
べき交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策
の大綱等を定めたものであり、交通安全対策基本
法に基づいて中央交通安全対策会議が作成。  
 この基本計画に基づいて、国の関係行政機関で
は、毎年度、その年度において講ずべき施策を定
めた計画を作成し実施するとともに、地方公共団
体においても、それぞれの区域内における長期的
計画及び年度ごとの計画を作成し実施している。  
 昭和46年以降９次にわたる基本計画を作成。 

計画 計画作成年月日 計画期間 

第１次 昭和46年3月30日 昭和46年度～50年度 

第２次 昭和51年3月30日 昭和51年度～55年度 

第３次 昭和56年3月31日 昭和56年度～60年度 

第４次 昭和61年3月28日 昭和61年度～65年度 

第５次 平成3年3月12日 平成3年度～7年度 

第６次 平成8年3月12日 平成8年度～12年度 

第７次 平成13年3月16日 平成13年度～17年度 

第８次 平成18年3月14日 平成18年度～22年度 

第９次 平成23年3月31日 平成23年度～27年度 

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）に
よる交通安全対策推進体制 

根拠：交通安全対策基本法第14条 
（交通安全基本計画の作成等） 

会長：内閣総理大臣 
委員：関係12閣僚 

根拠：中央交通安全対策会議決定 
（具体的施策の調整・推進） 

本部長：内閣府特命担当大臣(交通安全対策) 
部員：関係15事務次官等 

根拠：交通対策本部決定 
（具体的施策の調整・推進） 

（交通安全県民運動等） 

根拠：交通安全対策基本法第16条 
（都道府県交通安全計画 

の作成(義務)等） 

根拠：交通安全対策基本法第18条 
（市町村交通安全計画 
の作成(努力義務)等） 

中央交通安全対策会議 

交通対策本部 

都道府県交通対策協議会等 都道府県交通安全対策会議 

市町村交通安全対策会議(任意) 

交通安全基本計画 

1 ※内閣府ホームページより国土交通省作成 



円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 

 直近では、平成23年3月に第９次交通安全基本計画が作成され、５年間の交通安全対策の
方向性が示されているところ。 

交通の安全の確保 

第９次交通安全基本計画のポイント（平成23年3月） 

2 
※内閣府ホームページより 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

注１ 昭和34年までは、軽微な被害事故（８日未満の負傷、２万円以下の物的損害）は含まない。 

  ２ 昭和40年までの件数は、物損事故を含む。 

  ３ 昭和46年までは、沖縄県は含まない。 
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死者数（２４時間以内） 

３０日以内死者数 

負傷者数 

発生件数 

（万件、万人） 

昭 平 年 

（人） 

896,208 

725,773 

5,745 

4,863 

出所：警察庁「交通事故統計」 

 平成22年中の交通事故による死者数は、4,863人で10年連続の減尐となり、ピーク時
（昭和45年）の３割以下となるとともに、第８次交通安全基本計画の目標である交通事故
死者数5,500人以下を３年連続で達成した。また、交通事故発生件数及び負傷者数も６年
連続で減尐し、負傷者数は平成６年以来16年振りに90万人以下となった。 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～交通事故発生件数・死者数・負傷者数の推移 
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交通事故発生件数・死者数・負傷者数の推移（昭和25年～平成22年） 
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交通の安全の確保 

道路交通の安全～自転車乗用中の交通事故死者数の動向 

 交通事故死者数のピークであった1970年から1980年の10年間で、全交通事故死者数が
半減し、自転車乗用中の死者数も同様に半減している。 

 1992年から2010年の約20年間では、全交通事故死者数は約6割減尐したものの、自転
車乗用中の死者数は44%減に留まっており、自転車事故の減尐割合は低い。 

※「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」資料より 

■自転車乗用中の交通事故死者数の推移 

［出典：交通事故統計年報（平成20年版）：（財）交通事故総合分析センター ］、平成22年中の交通事故の発生状況 警察庁交通局 平成23年2月28日】 
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自転車乗用中の交通事故死者数(左目盛り)
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～自転車走行空間の整備状況 

 自転車・歩行者と分離された自転車走行空間はわずか約3,000km。 

5 
［出典：国土交通省資料、警察庁資料］ ※延長は道路延長、平成22年4月1日現在 

全国の道路 約120万km 

※「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」資料より 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～自転車走行空間に関する制度の変遷 

 昭和35年制定の道路交通法において「自転車は車道の左側部分を通行」とされていたが、
昭和40年代の交通事故の急増を受け、歩道(指定された区間)において自転車の通行が認め
られることとなった。 

 同時期に自転車走行空間の確保のため、自転車道、専用通行帯が規定された。 

※「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」資料より 

S40 

S50 

H20 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～自転車走行空間に関する最近の取り組み 

 自転車走行空間の整備を進めるため、平成19年度に今後の整備の模範となるようなモデル
地区を指定するとともに、技術基準となるガイドブック等を作成してきた。 
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※「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」資料より 

●平成23年10月 「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」（警察庁交通局長通達） 
・自転車は『車両』であるとの基本的考え方のもと、規制標識「自転車一方通行」や「普通自転車専用通行帯」を活用した自転車専用

の走行空間の整備等、自転車の通行環境の確立を推進。 

■直近の取組み 

●平成23年11月  「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」 
・安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討を行うため、国土交通省道路局と警察庁交通局が共同で開催。 

モデル地区
自転車走行空間整備のための

技術指針
関連法令

平成19年10月 モデル地区募集

・ 今後の自転車通行環境整備の模範となるモ
デル地区を募集

平成20年1月 モデル地区指定

・ 全国で９８箇所の自転車通行環境整備のモ
デル地区を指定

平成22年9月 モデル地区報道発表

・ モデル地区における自転車走行空間の整
備状況の報告

平成23年7月 モデル地区報道発表

・ モデル地区における自転車走行空間の整
備状況、整備効果、および整備上の課題等
の報告

平成19年10月 自転車利用環境整備ガイドブック

・ 既存の自転車走行空間の整備事例等を参考に
設計の留意点を解説

平成20年11月 自転車施策推進に係る地方説明
会における疑義と回答事例集

・ 地方説明会を通じて、各モデル地区から提出さ
れた疑義を整理し、整備上の留意事項等を解説

H21年7月 自転車走行空間の設計のポイント

・ モデル地区の取組等を参考に、主に交差点部、
その他特殊部について、設計上の留意点を補強
し解説

平成17年3月 道路法施行令改正

・ 道路上に道路管理者による自転車駐車
場の設置可

平成18年11月 道路法施行令改正

・ 道路占用の対象として、許可に係る工作
物、物件又は施設として、自転車等を駐車
させるため必要な車輪止め装置その他の
器具を追加

平成20年6月 道路交通法改正

・ 自転車の歩道通行要件の拡大（児童、幼
児、高齢者、障害者等）

平成22年12月 標識標示令改正

・ 路側に設置できる規制標識「普通自転車
専用通行帯」を新設

平成23年9月 標識標示令改正

・ 歩道・自転車道における自転車の一方通
行規制を可能とする規制標識「自転車一
方通行」を新設



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～我が国の自動車交通事故の特徴 
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○走行キロ当たりの死亡者数が先進国中比較的多い                                       

○死亡者に占める高齢者の割合が先進国中突出 ○死亡者に占める歩行者の割合が先進国中突出 

（単位:人） 

諸外国との比較（2009年） 

 走行キロ当たりの死亡者数が先進国中比較的多く、歩行者・高齢者の割合が突出。 
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出典：IRTAD資料 

  日本 
スウェーデ

ン 
フランス イギリス ドイツ アメリカ 

歩行中 34.9 12.3 11.6 22.4 14.2 12.1 

その他 65.1 87.7 88.4 77.6 85.8 87.9 

  日本 
スウェーデ

ン 
フランス イギリス ドイツ アメリカ 

高齢者 51.2 25.7 18.6 18.5 26.6 15.6 

その他 48.8 74.3 81.4 81.5 73.4 84.4 

  日本 スウェーデン フランス イギリス ドイツ アメリカ 

車両１万台当たり死亡者数 0.7 0.7 1.1 0.7 0.8 1.5 

自動車走行１億キロｍ当たり死亡者数 0.77 0.44 0.78 0.46 0.60 0.71※ 

※2008年 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

 国土交通省と警察庁が合同で、市街地において通過車両が生活道路に流入するなどして事故
発生割合が高いエリアを『あんしん歩行エリア』として指定（H21.3：582エリア）し、  
道路管理者と都道府県公安委員会が連携して、面的・総合的な事故対策を実施。 

 現行の社会資本整備重点計画においては、Ｈ24年までに対策実施地区における歩行者・自
転車死傷事故件数について約２割抑止することが目標とされている。 

【歩行者・自転車 
優先ゾーンの形成】 

速度規制や車両速度を抑制するハンプ等の整備
により歩行者や自転車優先ゾーンを形成 

歩道や信号機の整備により歩行
空間ネットワークを整備 

ハンプの設置 

外周幹線道路の交通円滑化により 

エリア内に進入する通過交通を抑制 

【外周幹線道路の円滑化】 

最高速度規制 

＜凡 例＞ 

対策名 ；道路管理者の対策 

対策名 ；公安委員会の対策 

 【歩行空間ネットワークの整備】 

歩道整備 押ボタン信号機 

信号機の多現示化 

右折車線の設置 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～あんしん歩行エリアの概要（生活道路対策） 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

＜凡 例＞ 

対策名 ；道路管理者の対策 

対策名 ；公安委員会の対策 

右折レーン 

自転車横断帯 

信号の多現示化 

(右折専用現示) 

舗装改良 

(滑り止め舗装) 

(カラー舗装) 

舗装改良 

(高機能舗装) 

道路照明 

導流帯(区画線) 

【事故危険箇所の整備イメージ（交差点部）】 

信号灯器のＬＥＤ化 

 国土交通省と警察庁が合同で、特に事故の発生割合の高い幹線道路の区間等を『事故危険箇
所』として指定（H21.3 : 3,396箇所）し、都道府県公安委員会と道路管理者が連携し
て、信号機の高度化、交差点改良等の対策を実施。 

 現行の社会資本整備重点計画においては、Ｈ24年までに対策実施箇所における死傷事故件
数について約３割抑止することが目標とされている。 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～事故危険箇所の概要（幹線道路対策） 
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交通の安全の確保 

道路交通の安全～先進安全自動車（ＡＳＶ）の開発・普及 
 交通事故削減を目的とし、国土交通省は、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援

するシステムを搭載した先進安全自動車（ASV）に関する技術の開発・実用化・普及を促
進するプロジェクト「ASV推進計画」を1991年度から実施。 

●産官学の連携体制 

●運転支援の考え方に基
づいた新技術の安全性
確認 

 ・自動車技術指針の策
定等 

●ＡＳＶ技術の普及促進
施策 

 ・ＡＳＶの広報活動 

 ・インセンティブ方策の実
施 

 ・国際的な連携 

●共通認識の形成 

 ・ＡＳＶ基本理念の策定 

 ・運転支援の考え方の策定 

●通信利用型運転支援シス
テムの開発 

 ・共通化が必要な仕様の検
討 

ＡＳＶ推進計画 
〈産官学の連携〉 

●普及促進活動 

 ・社会へのアピール方法 

  検討 

 ・ＡＳＶ技術情報の提供 

  方法検討 

 ・効果評価手法の検討 

●共通認識に基づいた 

    車載システムの開発 

●ＡＳＶ技術情報の提供 

●適用車種の拡大 

実用化するシステム
開発への反映 

〈自動車・二輪車メー
カー〉 

安全施策への反映 
〈国〉 

技術開発 

普及促進 

衝突安全技術を中心とした対策効果 

ASV技術による 

対策効果の拡大 

・より高度な支援 

・より広範囲な支援 

・ASV技術の普及 

●先進安全技術の普及状況 

H21 H22 

衝突被害軽減ブレーキ 35,961 37,025 

レーンキープアシスト 4,438 10,040 

全車速域ＡＣＣ 3,384 6,644 

総生産台数 3,788,552 3,939768 

ＡＳＶ推進計画の活動 

●ASV技術による事故削減イメージ 
交
通
事
故
の
削
減
数 
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(※ ASV:ADVANCED SAFETY VEHICLE) 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

《削減目標》 

 ●安全規制の実施・強化 
○ 運行管理者の選任、運転者適性診断等の義務付け 
 
○ 事後チェックの強化 
・監査要員の増員 
（平成18年 166人→平成23年 306人） 
・行政処分基準の強化 
・警察、厚労省、関係団体との連携 
 
○ 飲酒運転防止の徹底 
 ・アルコール検知器の使用義務付け（平成23年5月～） 
 
○ トラックにおける運行記録計の装着義務付け範囲の拡大（車両総重量
８トン又は最大積載量５トン → 車両総重量３．５トン）等を検討中 
（来年春を目途に省令を改正） 

●交通事故全体 
○平成30年を目途に、交通事故 
死者数を半減させ、これを2500 
人以下とし、世界一安全な道路 
交通の実現を目指す。 
 
      内閣府特命担当大臣談話  

       （平成22年1月2日公表） 

●事業用自動車 
○10年間で死者数半減 

 （平成20年513人を10年後に250
人） 

  ○10年間で事故件数半減 
(平成20年5万6千件を10年後に3万件) 

  ○飲酒運転ゼロ 
国交省「事業用自動車総合安全プラン」 

 （平成21年3月） 

 

飲酒運転 

アルコール検知器 

 ●更なる安全運行のための支援  
 ○ 事故防止対策支援推進事業の実施（平成22年度～） 
 
  

 ●事故要因分析・再発防止策の実施 
  ・特定の事故類型や個別の重大事故に対する調査・分析 
  ・調査分析結果を踏まえた再発防止策の検討・実行 
   （平成22年度における事故要因分析等） 
    >事業用自動車の交通事故の傾向分析 
    >乗合バスの車内事故を防止するための安全対策の充実に係る検討 
    >社会的影響の大きい重大事故の要因分析 

衝突被害軽減ブ
レーキ等ASV技術
の導入（補助） 

デジタル式 
運行記録計 
の導入（補助） 

映像記録型 
ドライブレコーダー 
の導入（補助） 

事故防止の 
ためのコンサル 
の活用（補助） 

ﾋﾟﾋﾟﾋﾟ! 

ブレーキ作動 

データを活用
したドライ
バーへの安全

指導 

具体的な削減目標を設定し、総力
を挙げて事故の削減に取り組んで
いる。 

輸送の安全確保は 
国の重要な役割 

84,515 
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513 
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250 
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5,000 
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死者数全体 事業用
（人） （人）

（年）平成

 交通事故については政府全体で削減目標を設定し、総力を挙げて事故削減に取り組み。 
 事業用自動車の事故についても、規制の強化、安全運行の支援等の取組により着実に減尐。 

施策の方向性 

事故死者数 

現状と課題 具体的な対応 

交通の安全の確保 

道路交通の安全～事業用自動車の安全対策 
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円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 
交通の安全の確保 

鉄道交通の安全対策～現状と対策の概要 
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列車事故

1人 0.3%

踏切障害

117人

33.1%

道路障害

1人 0.3%

人身障害

234人

66.3%

死亡者数
353人

574

559
441 458 419 416 408 413 466 436 423 451 430 392 366 343 360 328 349 336 311 313 350 330 324

444
319 333 315

317

353

989

833

830

907
903

1,054

644
751 674

838

606

1,423
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709
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376 364
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357

2,263
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1,814 1,911

1,669

1,594 1,605
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1,241
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0
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2,500

S55 57 59 61 63 H2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
（年度）

負傷者数（人）

死亡者数（人）

件数（件）

 鉄道の運転事故は長期的には減尐傾向にあるが、近年は下げ止まりの傾向。 
 踏切障害事故とホームでの事故等の人身障害事故とが死亡者のほとんどを占める。 
 平成20年６月の鉄道部会提言を踏まえ、平成23年３月に策定された第９次交通安全基本計

画に基づき各種の安全対策を総合的に推進。 

＜目標＞ 
 ・乗客の死者数ゼロ 
  （平成22年度:0人） 
 ・運転事故全体の死者数減尐 
  （平成22年度:353人） 
 ・平成27年までに踏切事故件数を 
  平成22年と比較して約１割削減 
  （平成22年度:303件） 
 

＜対策の柱＞ 
 ・鉄道施設等の安全性の向上 
 ・運転保安設備等の整備 
 ・鉄道交通の安全に関する知識の普及 
 ・リスク情報の分析・活用 
 ・鉄道車両の安全性の確保 
 ・踏切事故防止対策 等 

運転事故件数の推移 運転事故の種類別死亡者数（平成22年度） 

＜対策の視点＞ 
 ・重大な列車事故の未然防止 
 ・利用者等の関係する事故の防止 
 ・それぞれの踏切の状況等を勘案 
  した効果的対策の推進 

第９次交通安全基本計画 （平成２３年３月３１日）（抄） 
中央交通安全対策会議（会長：内閣総理大臣）決定 



 リスク情報の積極的な報告や鉄道事業者間の共有が実施される環境を整備。 
 乗客・乗務員の生存空間確保による鉄道車両の安全性の確保。 
 鉄道交通の安全に関する知識の普及に係る取組を継続的に実施。 

交通の安全の確保 

鉄道交通の安全対策～ソフト面・車両の対策 

鉄道車両の安全性の確保 

  ・鉄道事業者が取り組んでいる事故発生時
の乗客等の被害軽減方策の導入事例を取
りまとめ、全国の鉄・軌道事業者へ周知 

  （平成22年４月） 

リスク情報の分析・活用 

○「事故トラブル事例から学ぶ教訓集」の作成（平成22年３月） 

○鉄道事業者間のリスク情報を共有（日本鉄道運転協会） 

   平成22年２月 一部事業者において試行開始 

    平成23年７月 本格実施 
 

○自発的報告があったときは行政処分等は行わないなど、 

    動力車操縦者によるインシデント等の情報の積極的な報告を勧奨 

                                                                         （平成22年３月29日通達） 

○車両の衝突安全性向上に関する研究に対し、国が補助 

【例：クラッシャブルゾーン】 

 導入事業者 ＪＲ東日本、ＪＲ西日本及び相模鉄道 

○車両の安全性向上方策研究会（平成19年４月設置） 

 （構成員：国、鉄道事業者、車両メーカー等） 

線路内 

立入 

6% 

線路内 

立入 

8% 

線路内 

立入 

8% 

踏切道 

（支障） 

2% 

踏切道 

（支障） 

7% 

踏切道 

（支障） 

10% 

自殺 

61% 

自殺 

11% 

自殺 

1% 

 混雑 

2% 

混雑 

7% 

急病人 

5% 

急病人 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

10分未満 

10分以上 
30分未満 

30分以上 
１時間未満 

自然災害 

利用者等の
理解と協力
が必要 

車両 
故障等 

鉄道交通の安全に関する知識の普及 

○支障時間が短い輸送トラブルの状況調査・影響額試算 
                                   （平成21年３月 国交省ＨＰ公表） 

安全教育資料 

（冊子）のイメージ 

支障時間別の輸送トラブルの発生件数 
（三大都市圏、平成１９年度） 

安全教育資料 

（映像）のイメージ 

0.0
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最大遅延時間（分）

影
響

額
（
億

円
）

最大遅延時間と 

影響額の相関関係 

○鉄道の安全利用に関する手引きの作成（平成22年３月 国交省ＨＰ公表） 
 

○児童を対象とする鉄道利用に係る安全教育の資料作成 

                                 （平成23年公表予定） 

例） 安全装置の作動は、危険への第一歩。 
 
   委託先は、依存先ではない。 
 
   マニュアルも、過ぎたるは及ばざるがごとし。 
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円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 
交通の安全の確保 

鉄道交通の安全対策～踏切事故の防止、施設の整備等 

15 

 踏切事故はこれまで長期的には減尐してきたものの、近年は下げ止まり傾向にあるため、踏切事故防止
対策を積極的に推進。 

 平成18年３月に技術基準の改正を行い、速度制限機能付ＡＴＳ等の運転保安設備等の整備を促進。 
 鉄道施設等の安全性の向上のため、耐震補強を推進し、平成22年度末までに概ね完了。 

速度制限機能付きＡＴＳ等※の整備率（%） 

平成19年 
3月末 

平成20年 
3月末 

平成21年 
3月末 

平成22年 
3月末 

曲線部 82 84 86 89 

分岐部 33 37 45 53 

終端部 82 83 87 89 

○平成17年のＪＲ西日本福知山線列車脱線事故を受け、 

 平成18年３月に技術基準を改正 
 

○これにより、脱線のおそれのある曲線部等に速度制限機能付き 

  ＡＴＳ等の整備並びに一定速度以上で走行する車両等に運転士 

  異常時列車停止装置及び運転状況記録装置等の整備を義務付け 

鉄道施設等の安全性の向上 

運転保安設備等の整備 

新幹線 

在来線 

輸送量の多い線区の高架橋 
・高架駅・地下トンネルの中柱 

鉄道施設の耐震補強（平成22年度末） 

高架橋・高架駅 ９９．９％ 

９５．９％ 

終了本数：１５７,６４０本 

総  本  数：１５７,７２０本 

終了本数：２５９,９２１本 

総  本  数：２７３,５６２本 

※ATS-S、 

  ATS-P、 

  ATC等 
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踏切事故件数 

/千万キロ件） 

踏切道数 

（か所） 

年 度 

第１種 第２種 

第３種 第４種 

踏切事故件数/千万キロ １種化率  
 

S40  S45 S50 S55 S60  H3  H4   H5  H6   H7  H8  H9  H10  H11 H12 H13  H14 H15 H16  H17 H18 H19  H20 

踏切事故防止対策 

踏切道数・列車キロあたりの踏切事故件数等の推移 

○踏切道改良促進法の一部を改正する法律 （平成23年４月１日施行） 

・改良すべき踏切道を国土交通大臣が指定できる期間を平成23年度
以降の５箇年間に延長 

・地域の実情に応じた踏切道の改良を促進するため、指定された踏
切道の改良に関する手続き等を見直し 

○踏切保安設備の整備状況（平成22年度末） 

・踏切保安設備の整備を推進し、現在では踏切道の88%が第1種踏切道 

・踏切事故件数は年々減尐してきたものの、近年は下げ止まり傾向 

○連続立体交差事業 

・これまでに約140地区で連続立体交差事業を完了し、約1,500箇所の踏   

  切を除却（平成22年度末） 
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プレジャーボート・漁船等 貨物船等 全海難

漁船
707

貨物船
344 旅客船
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その他 154
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88

遊漁船
94

貨物船 タンカー 旅客船 その他 プレジャーボート 漁船 遊漁船

【 船舶種類別による事故隻数 22年】 

小型船舶の海難防止が重要課題 
ヘリコプターによる吊上げ救助 

 平成22年における海難船舶隻数は2,400隻 
 平成18年から22年までの船舶事故隻数は、それ以前の5年間と比較し7.5％減尐  
 全海難隻数の約7割がプレジャーボート・漁船等の小型船舶による海難 
 小型船舶の海難は増加傾向にあるものの、全体的にはほぼ横ばいで推移 

交通の安全の確保 

海上交通の安全対策～海難の現状について 
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（年） 

（隻数） 

【 海難船舶隻数の推移 】 

１７６４隻 

http://intranet-10/Hlp_hi/clip/cilp2/gyosen/1412_fishing_Strawler6.htm
http://intranet-10/Hlp_hi/clip/cilp2/etcsip/061026lpg.htm


１．安全指導等の推進 

  小型船舶向けホームページの充実、携帯メール配信機能等の活用等を通じ、気象・海象の急変や航路障害物の存在をリア 

 ルタイムに認知できるよう、アクティブな情報提供体制を整備することで小型船舶に対する安全対策の充実を図る。 

２．小型船舶向け海上安全情報の提供強化  

◇ 海難防止講習会、訪船指導等による海難防止思想の普及啓発 

◇ 関係省庁連絡会議の開催（情報・意見交換、連携強化） 

◇ 海上安全指導員など民間有志との連携強化 

 安全指導の推進や小型船舶向け海上安全情報の提供強化により、小型船舶の安全対策を推進。 

交通の安全の確保 

海上交通の安全対策～小型船舶の安全対策の推進 

関係省庁 

海難防止連絡会議 
海上安全指導員との合

同パトロール 
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 新たな情報技術を活用した航行管制・情報提供システムの充実強化により、ふくそう海域に
おける安全対策を推進。 

交通の安全の確保 

海上交通の安全対策～ふくそう海域における船舶交通安全対策の推進 

◆危険防止のための情報提供及び聴取義務   ◆航法の遵守と危険防止のための勧告及び報告   ◆視界制限時における航路外待機指示 等 

〇ふくそう海域での制度改正 

港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律 平成22年7月１日施行 

◆効率的な交通整理手法の導入（港内の水路での行き会いの柔軟化）   ◆異常気象等の場合の危険防止のための指示・勧告 

〇港内での制度改正 

新たな情報技術を活用した航行管制・情報提供システムの充実強化

海上交通センター

情報の聴取義務

○業務執行体制の強化

･運用管制官育成体制の充実 ･統括運用管制官の増員

○管制官支援システムの整備

･訓練用運用卓の整備 ･問題事例等記録システムの整備

○レーダー監視機能等の強化

･システムの二重化 ･レーダーエリアの拡大

・管制官の業務拡大･高度化
（勧告・航路外待機指示等）

・レーダ監視機能等強化

教官

船舶役管制官役

訓練生

模擬通信

主任運用管制官

・訓練環境設定
・船舶の動静管理
・指導
・訓練結果検証
・再現

シミュレーショ ンによる船舶への
指示等、管制官の対応情報

主任運用管制官により各種環境
設定等

運用管制官

訓練用編集卓

運用管制官の能力向上 海上交通の安全確保

訓練用運用卓

・訓練用運用卓整備

・運用管制官育成体制の充実

○運用管制官研修、運用管制業務監督者研修、
職場研修指導者研修

○教育機関での研修及び技能審査の実施等を
行う職員の設置

○資格認定制度の構築

≪訓練卓による実践的訓練≫

情報の提供

ふくそう海域における安全対策

18



 これらの取組みを一層推進し、航空輸送における高い安全性を確保  

 

抜き打ちを含む厳正な立入検査を通じた体系的な監査 

 ・平成１８年以降本省及び地方航空局に設置された監査部門にて実施 

 

 ・航空会社毎に重点事項を定め、航空会社の本社、基地及び運航便に対し立
入検査を実施 

 

 ・安全上のトラブルが発生した場合には機動的に立入検査を実施 

 
 

外国航空会社の安全確保 

 ・我が国に乗り入れる外国航空会社に対し、国内空港における運航便の立入
検査（ランプ・インスペクション）、運航体制の審査等を実施 

航空会社に対する厳正な監査の実施  

 航空事故の発生件数は減尐傾向にあるものの、安全上のトラブルは最近も発生。 
 予防的な安全対策の実施と航空会社に対する厳正な監査の実施により、航空輸送における高

い安全性を確保。 

交通の安全の確保 

航空交通の安全対策～航空輸送安全対策の推進 

○ JAL機の御巣鷹山事故(昭和60年)以降、我が国の定期航空会社に 
 よる乗客死亡事故は発生していない 

○ 安全上のトラブルは最近も発生 

○ 全体の事故件数は各年毎に変動はあるものの減尐傾向 

○ 大型飛行機による航空事故は年数件程度で低水準 

○ 外国航空会社の安全性への関心の高まり 

○ LCCの参入に対応した監査・監督の必要性の高まり 

 

航空輸送の安全に関わる情報の分析・活用 

 ・航空安全情報分析委員会を設置し、安全性向上のため必要な対策を有識者

を交え審議・検討 
 

航空安全情報管理・提供システムの活用 

 ・事故・トラブル情報、検査・監査記録等を蓄積し、関係者間での情報共有、各

航空会社の課題の把握や検査・監査の重点化に活用（平成２１年４月より運
用開始） 

 

安全管理体制の構築 

 ・安全管理体制構築の義務付けを全ての航空運送事業者に拡大するととも
に、整備事業者に対しても導入を義務付け（平成２３年４月より） 

予防的な安全対策の実施 
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＜施設の更新・改良＞ 

 航空機の安全な運航を確保するため、老朽化が進んでい

る基本施設（滑走路、誘導路等）、無線施設・航空灯火等

の航空保安施設などの更新・改良等を確実に実施する。 

既存空港の機能保持 

老朽化したILS（計器着陸装置）の更新 

誘導路の改良 進入灯の更新 

老朽化した管制卓の更新 

＜安全・安心の確保＞ 

 航空における安全・安心の確保のため、空港の耐震化を計画的

に実施し、地震災害時における空港機能の確保を図る。 

 また、ヒューマンエラーを予防するため、滑走路占有状態等を管

制官やパイロットへ視覚的に表示・伝達するシステムの整備を推

進するなど、安心して利用できる航空輸送の実現をめざす。 

車両や航空機に
影響 

 ヒューマンエラーを予防するため、 
滑走路占有状態等を管制官やパイロット 
へ視覚的に表示・伝達するシステムの 
整備を推進。 

【滑走路状態表示灯】 

前方に滑走路横断機があり、離陸できない 状態
であることを灯火点灯によりパイロットへ伝達 

航空管制システムの改善 

地下構造物等の崩壊を防止 

管制塔等の倒壊防止 

空港施設の耐震化 

CRS003 
B763 DF616 

DEP002 
B773 DF616 

【滑走路占有監視支援機能】 

着陸機接近中に、航空機が滑走路に進入 した
場合に、管制官へ注意喚起 

 航空機の安全運航の確保に丌可欠な整備事業を着実に推進する。 
 既存空港の施設の機能を保持し、航空機の安全を確保するため、老朽化した施設の更新・改

良等を実施。 
 安心して利用できる航空輸送を実現するため、空港の耐震化・滑走路誤進入対策等を推進。 

交通の安全の確保 

航空交通の安全対策～空港における安全・安心の確保 
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円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 

 平成17年度に起きたヒューマンエラーによる事故の多発を受けて創設された制度。 
 運輸事業者が、経営トップから現場まで一丸となって、いわゆる「PDCAサイクル」の考

え方を取り入れた形で安全管理体制を構築し、その継続的取組みを行う。 
 事業者が構築した安全管理体制を国が評価する「運輸安全マネジメント評価」を実施。 

交通の安全の確保 

運輸安全マネジメント 

21 

従来からの「安全規制＋監査」に加えて、 

   ①経営トップから現場まで一丸となって 

   ②ＰＤＣＡサイクルを回しながら、事故だけではなく事故の芽となる 

    「ヒヤリハット情報」をベースとした事故の「未然防止活動」 

 を運輸事業者が自律的に行うことを促す必要 

鉄道 
●平成１７年３月 

東武鉄道伊勢崎線踏切障害事故          

 《死者２名、負傷者２名》 

●平成１７年４月 

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故      

 《死者107名、負傷者5６２名》 

自動車 海運 航空 
●平成１７年４月 

近鉄バス転覆事故            

 《死者３名、負傷者20名》  

 

大川運輸踏切衝突事故       

 （スーパーひたちと衝突） 

 

●平成１７年５月 

九州商船フェリーなるしお防波堤衝突 

 《負傷者２３名》  

●平成１７年６月 

知床半島観光周遊船乗揚        

 《負傷者26名》 

●平成１７年１月 

ＪＡＬ新千歳空港における管制指示違反  

●平成１７年３月 

ＪＡＬ客室乗務員の非常口扉の操作忘れ 

●平成１７年４月 

ANK小松飛行場における管制指示違反 

平成１７年に入って重大事故が多発 

１ 
２９ 

３００ 

事故 
インシデント 

ヒヤリハット 

ハインリッヒの法則 

経営トップのコミットメントの下、 

以下のことについて継続的改善を実施 
 ① 安全方針の作成 
 ② 安全重点施策の作成 
 ③ コミュニケーションの確保 
 ④ ヒヤリ・ハット情報の収集・活用 
 ⑤ 教育・訓練 
 ⑥ 内部監査 
 ⑦ マネジメントレビューと継続的改善  等 

国土交通省の評価 

国土交通省のチームが
事業者に赴き、評価を実
施し、継続的改善（スパイ
ラルアップ）を促す 

運輸事業者の自主的な安全管理の活動 
運輸安全マネジメント制度とは、 

運輸安全一括法に 

基づき、平成１８年に 

運輸安全マネジメント 

制度がスタート 


